
 

仕 様 書 

件 名 帳票「ＯＮ６０ 国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認届出勧奨状」 

紙 質 
上質紙 四六判 ５５．０kg 

※グリーン購入法に適合するものであること（入手困難な場合は除く）。

印刷地色 白色 

刷 色 別添１詳細仕様のとおり 

サ イ ズ 別添１詳細仕様のとおり 

製 本 なし 

梱 包 

１箱＝１，０００折（１折＝１枚） 

箱については上下重ね式（Ｃ式）・片開きで作成すること。材質、寸法その

他の梱包仕様については別添３ダンボール箱等仕様書のとおり。 

※梱包した外側２側面に帳票番号、帳票名、数量、製造業者名及び製造年月

を印刷（記載）するか、シールを貼付して表示すること。２側面とは原則

として、短辺及び長辺１箇所ずつである。

※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること

（生産されていない場合は除く）。

数 量 別紙「月別納品数量内訳」のとおり 

納 期 別紙「月別納品数量内訳」のとおり 

納入場所 日本年金機構が指定する場所（首都圏1か所） 

そ の 他 

・ 仕様の詳細は、別添１詳細仕様及び別添２共通仕様を参照すること。

・ 印刷内容は、別添４の見本を参照すること。

・ 正式な原稿は、業者決定後に紙媒体及び電子媒体で提供する。

・ 印刷原稿は、機構が引き渡した電子データを使用し版下を作成すること。

・ 校正原稿は、紙媒体及びテキストデータを識別できるＰＤＦファイルによ

って提出すること。ＰＤＦデータのファイル名は「帳票番号_〇〇版

_YYYYMMDD」とする。アルファベットと数字は半角とする。（例：

ON60_校正版_20250501）。

・ 契約期間内において原稿の変更があり得る。なお、変更がある場合は、納

期の２ヶ月前までに日本年金機構会計・資産管理部管財Gから連絡する。

・ 印刷部分により白抜き表示とする場合がある。

・ 帳票の右下隅に、次の①から④事項を番号化した１１～１２ケタの帳票管

理番号（以下「番号」という。）を記載する。番号は下記校正担当より原

稿提供時に指示する。（原則として、フォントはＭＳゴシック又はＭＳ明

朝６ポイント（Ａ４の場合）とするが、帳票等のデザイン、レイアウト等

により適宜調整する。）

① 作成年月（西暦年下２ケタ＋月２ケタ）



 

② 担当部署番号（４ケタ）

③ 通番（３ケタ）

④ 業者番号（Ａ～Ｚ）※同一帳票を複数社で作成する場合に使用。

・ 校了後、印字テストを行うため、下記校正担当に試作品１箱を提出するこ

と。テストの結果、位置等の調整を行う場合がある。（テストの実施には

２～３週間程度要する。合格した後に本製品を作成すること。）

・ 初回納品時及び原稿の変更時に、印刷用版下データ（テキストデータを識

別できるＰＤＦに変換したもの）を日本年金機構が指定する電子媒体で納

品 す るこ と。 ＰＤＦ デ ータ のフ ァイル 名 は「 帳票 番号 _ 〇 〇 版

_YYYYMMDD」とする。アルファベットと数字は半角とする。（例：

ON60_校了版_20250601）。

・ 初回納品時及び原稿の変更時に、製品サンプルを１０折ずつ下記校正担当

及び日本年金機構会計・資産管理部管財Gへ納品すること。

・ 原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。

・ 金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿作

成、納品費用等）を見込むこと。

・ 校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行う

こと。

・ 仕様書等に関し質問がある場合、令和７年１２月１５日（月）１６時 ０

０分までに「質問書」（任意様式）により、下記校正担当宛てに提出する

こと（ＦＡＸの場合、送信後、電話により到着確認を行うこと）。回答に

ついては、令和７年１２月１８日（木）１８時 ００分までに行う予定。

校正担当 

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 

日本年金機構国民年金部国民年金業務Ｇ 

電話番号：03-5344-1100（内線：3343） 担当：稲田 

FAX番号：03-6892-0758 



 

別添１ 

詳細仕様 

１．調達対象の帳票 

帳票名称 国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認届出勧奨状 

帳票コード 

（物品番号） 
ＯＮ60 

帳票種別 一般帳票 

２．使用装置区分 

印 刷 高速漢字プリンタ（ＨＫＰ） 

読 取 該当なし 

３．刷色 

両面／片面の別 両面印刷 

区分 色数 色 

表面 2色 墨、水色（上端から7ｃｍは白色） 

裏面 2色 墨、水色 

※データ印字部分（レイアウト仕様書のＸＸＸ部分）には刷色を行わない。（白色）詳

細は原稿提供時に示す。

４．ミシン目 

ミシン目の有無 あり 

縦／横の別 縦ミシン・横ミシン 

５．スプロケット孔（送り孔） 

送り孔の有無 あり 

６．ファイルパンチ穴 

ファイルパンチ穴の有無 なし 
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７．サイズ（測定条件：温度20±2℃、相対湿度65±2％） 

1ページのサイズは、次のとおりとすること。 

縦 １１・２／３インチ 

横 ９．５インチ 

横ミシン（折りたたみミシン）

横ミシン（折りたたみミシン）

縦ミシン（耳ミシン） 縦ミシン（耳ミシン）

８．３インチ 

９．５インチ 

0.7ｲﾝﾁ 

11･2/3 

インチ

0.5ｲﾝﾁ 

0.25ｲﾝﾁ 0.25ｲﾝﾁ 
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日本年金機構 

一般帳票 

共通仕様 
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１．用語の定義 

本書で用いる用語の定義は、下表のとおりである。 

項番 用語 説明 

1 インサータプリンタ

（INS）

日本年金機構各拠点の窓口等に設置しているレーザー方式の

プリンタ。単票様式の印刷を行う。 

2 高速漢字プリンタ 

（HKP） 

日本年金機構各拠点の機械室に設置しているレーザー方式の

大型プリンタ。複写様式以外の大量の連続帳票を印刷する際に

使用している。 

3 外形寸法 帳票に外接する最小の長方形の辺の長さを表す。 

4 基準辺 帳票に外接する最小の長方形の右辺。 

5 綴じ穴 帳票を綴じるために設けた円形の穴。 

6 コーナーカット 帳票の向き（上下左右および裏表）が揃っているかを判定するた

め、帳票の角を斜めに切り落とすこと。 

7 ラウンドコーナー 帳票の角の折れ曲がりを防止するために、帳票の角を円形に切

り落とすこと。 

8 上質紙 化学パルプだけで製造した紙。印刷、筆記などの用途に用いる

用紙。 

9 連量 788㎜×1091㎜（四六判）の用紙1,000枚の重量。 

10 ロータリーカット 回転刃で任意の長さに裁断する機械（ロータリーカッター）で切る

こと。 

11 坪量 1000㎜×1000㎜用紙１枚の重量 
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２．帳票用紙仕様 

２．１ 帳票裁断精度 

（１）裁断と印刷の位置関係

各印刷部分と印刷基準との位置関係は、帳票の設計値に対して± 0.2 mm以内

であること。 

この精度は、印刷完了時の値で、裁断精度以外の全ての要素を含むものとす

る。また、文字枠の中心線と基準辺の傾き成分が裁断後で0.5 mm以下の精度を

満たすこと。 

許容できる外形の印刷基準からズレ量は、下図に示すとおりである。 

（２）外形寸法精度

外形寸法精度は、±0.3mm以下であること。

（３）用紙カット

用紙のカットは、ロータリーカット方式を採用すること。

ギロチンカット方式は使用しないこと。
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２．２ ミシン目 

（１）ミシン目の仕様

ミシン目のアンカット部は確実につながっていて、全ての箇所で破れていない

こと。また、横ミシン目の両端は、アンカット処理であること。 

（２）ミシン目のカット寸法

ミシン目の種類 カット アンカット

折ミシン 2～3 mm 0.8 mm 

中間横ミシン 2～3 mm 0.8 mm 

縦ミシン 3 mm 0.8 mm 

（３）ミシン目の交差部

縦ミシン目と横のミシン目との交差部は、用紙剥がれを防ぐため、カット部同

士をクロスさせないこと。 

使用禁止パターン 仕様可能パターン 
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 カット部

 アンカット部 ＮＧ

 カット部

 アンカット部

２．３ カール 

カールの高さ量は、1mm以下とする。
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２．４ 送り孔 

（１）送り孔の仕様

帳票の両端に送り孔を設ける。

送り孔の仕様は、次に示すとおりとすること。

符号 項目 寸法（mm） 備考 

Ａ 
送り孔のセンターラインと

対応する端辺との距離 
6.35±0.35 6.35mmを標準とする 

Ｂ 

送り孔の中心距離 12.7±0.05 隣接する送り孔の中心距離 

送り孔の中心間距離の累

積誤差 
±0.3以下 

254mmを超えない任意の二つの送

り孔間 

Ｃ 送り孔の中心ズレ 0.1以下 
センターラインに対する送り孔のズ

レ量

Ｄ 送り孔の直径 4.0±0.1 

孔の縁が歯状になっている送り孔

は最小直径がＤの通りとし、最大直

径は4.5mmとする 

Ｅ 
左右の対応する送り孔の

中心ズレ 
0.15以下 

左側の任意の送り孔の中心を通り、

センターラインに垂直な直線とそれ

に対応する右側の送り孔の中心の

ズレ量

Ｆ 
端辺と縦ミシン目との距

離 
12.7±0.05 

用紙の左右端辺から立てミシン目ま

での距離 

－ 
左右のセンターラインの

傾き 
0.15以下 

左右のセンターラインを平行に移動

して、一方の端点と重ねたときの他

方の端点間距離 
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（２）スプロケット孔の形状等

スプロケット孔の形状等は、次に示すとおりとすること。

区分 左側孔 右側孔 

真円 ○ ○ 

○ 孔の縁は歯状でも可とする。

○ 孔の直径は、4.0±0.1mmとする。

歯状の場合は、4.5mm以下とする。

（３）その他

スプロケット部に、次の情報を印刷すること。

① 帳票コード（物品番号）

② 帳票サイズ（カットサイズ）の縦サイズ（インチ表記）

 印刷イメージは下図のとおりであるが、詳細については機構と協議して決定

すること。 

２．５ その他 

帳票等の右下隅に、次の①から④事項を番号化した１１～１２ケタの帳票管理番

号（以下「番号」という。）を記載する。（原則として、フォントはＭＳゴシック

又はＭＳ明朝６ポイント（Ａ４の場合）とするが、帳票等のデザイン、レイアウト

等により適宜調整する。） 

① 作成年月（西暦年下２ケタ＋月２ケタ）

② 担当部署番号（４ケタ）

③ 通番（３ケタ）

④ 業者番号（Ａ～Ｚ）※同一帳票を複数社で作成する場合に使用。ただし、帳

票右下隅に印刷が困難な場合は、校正担当に確認すること。
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ダンボール箱等仕様書

作成単位が「箱」である帳票等を梱包するダンボール箱については、次の仕

様に従って作成すること。 

また、作成単位が「箱」以外の帳票等であっても、納品に際してダンボール

箱で梱包し納品する帳票等は、ビニール包装して、この仕様書に沿ったダンボ

ール箱を使用すること。納品の運搬等で箱がつぶれる等により帳票等が傷んだ

りすることのないよう留意すること。 

サイズ ・ダンボール箱のサイズは帳票の

製品サイズに対し、各辺約１０

mm 加算した内寸とする。

（例） 

16ｲﾝﾁ×13ｲﾝﾁ×7ｲﾝﾁ3/4 の帳票 

 ↓   ↓    ↓ 

417mm×341 ｍｍ×207mm の内寸 

（各辺約 10mm プラス） 

材 質 （基準材質） 

・Ｋライト－Ｋ６ ２２０㌘／㎡

・中芯：ＳＣＰ１８０㌘／㎡

材質については、左に挙げた材

質を基準に、それ以上の強度が

得られる材質に用いること。 

ラベル ・箱の２面に右の内容を示したラ

ベルを必ず貼る。

（箱の側面に貼ること。） 

（Ａ＞Ｂ）であること 

・大きさ

貼付け面面積２分の１以上の大

きさとし、利用できる最大の文

字サイズを利用すること。

（ラベル内容）

① 帳票番号

② 帳票名

③ 年金事務所名（記名入帳票の

み）

④ 数量

⑤ 製造業者名

⑥ 製造年月

（目安） 

・ラベルの大きさはＢ列５判程度

・文字サイズは３０～４０ポイン

ト程度をその表記する内容によ

り使い分ける。 

包装 可塑剤含有しない耐透明フィルム

を使用する。 

ポリエチレン系または、ポリプロ

ピレン系で包装する。 

A

B

貼
付
面

貼
付
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第１印字位置

8.3ｲﾝﾁ(210.82mm）
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制　　度 帳　票　名 作　成　者業　　務 作　成　日

帳票区分 帳票番号 帳票サイズ 行 桁
備
考

カセット種別 バーコード値 帳票蓄積 チャネル情報（ＶＴＡＢ）

8
4

8
5

8
6

8
7

作 成

◆ご不明な点がありましたら、以下の年金事務所にお問い合わせください。

手続きはお済みですか（国民年金加入のご案内）

手続きがお済みでない方は、裏面の「国民年金の手続きが必要な方」をご確認の上、同封している｢国民年金被保険者
関係届書（申出書）｣（または｢国民年金第３号被保険者関係届｣）に必要事項を記入して、速やかにご提出ください。
行き違いの場合は、ご了承願います。

◆ 国民年金被保険者の種別

国民年金被保険者の種別（「第１号被保険者」、「第２号被保険者」及び「第３号被保険者」）については、裏面の「国民年
金被保険者の種別」をご確認ください。

◆ 提出先

第１号被保険者の手続き・・お住まいの市（区）役所または町村役場の国民年金担当窓口

第３号被保険者の手続き・・第２号被保険者の勤務先

※電子申請も可能です（電子申請の場合は、日本年金機構へ提出されます）。

※マイナンバー（個人番号）により手続きする場合は、マイナンバー・身元（実存）を確認できる書類が必要です。詳細は、
裏面をご確認ください。

◆ 参考情報

◎手続きが必要な方に関する記録

◎第２号被保険者等期間に関する記録

基 礎 年 金 番 号

氏 　名

制　 度　 名 (※1)

資格 喪失年 月日
または２０歳到達日 (※2)

資格 取得年 月日

制　　 度　　 名

----|----1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|----
000000100000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000

縦11 2/3インチ　横9.5インチ ７０行　７７桁端末ＫＰ出力 ３３００７

年　番 勧　奨

－カセット無し　０００ ０

国民年金共通適用勧奨状

｢会社を退職した｣｢未加入期間がある｣など、国民年金の加
入(資格取得または種別変更)手続きが必要な方にご案内を
しております。
加入手続きもれにより、保険料を納め忘れのまま放置する
と、将来、年金を受け取ることができない場合があります
ので、忘れずに手続きをお願いいたします。
なお、国民年金被保険者となるべき方の手続きが確認でき
ない場合には、日本年金機構で加入処理を行い、保険料の
納付案内をすることがあります。

※この用紙は、お客様の控えとなりますので、お手元に保管
　してください。

国民年金適用勧奨状（表面）レイアウトイメージ

If  you are appl ied to a treaty or other international agreements ( examples; Social security agreement, and Agreement related to EXPO, and Vienna Convention 
on Diplomatic Relations ) and are exempted from compulsory coverage by the Japanese public pension system, please submit “The Employees’ Pension 
Insurance / The National Pension Notification Form for the persons covered under international agreements” to the Japan Pension Service.

条約その他の国際約束（社会保障協定、万博協定、外交関係ウィーン条約など）が適用され、日本の公的年金制度への加入が免除される場合に
は、「厚生年金保険・国民年金　条約等適用者に関する届書」を日本年金機構に提出するようお願いします。

2411 1016 008

※1) ２０歳以降に第２号被保険者として初め
　て年金制度に加入した方で未加入期間が
 ある場合は、「２０歳到達」と表示され
 ます。

※2) 制度名が「２０歳到達」の場合は、
　「２０歳到達日」が表示されます。

別添４
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制　　度 帳　票　名 作　成　者業　　務 作　成　日

帳票区分 帳票番号 帳票サイズ 行 桁
備
考

カセット種別 バーコード値 帳票蓄積 チャネル情報（ＶＴＡＢ）
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5
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6
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7

----|----1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|----
000000100000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000

縦11 2/3インチ　横9.5インチ ７０行　７７桁端末ＫＰ出力 ３３００７

年　番 勧　奨

－カセット無し　０００ ０

国民年金共通適用勧奨状

国民年金適用勧奨状（裏面）レイアウトイメージ

〇受け取る年金額が増える「付加年金制度」があります。

定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。加算される
付加年金額（年額）は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算し、2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金
が受け取れます。

v 付加保険料を納めるには申し込みが必要です。

なお、付加保険料の納付は申し込みをした月分からとなります。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

■マイナポータルを利用した電子申請

①マイナンバーカードを準備いただき、マイナポータルへアクセスします。
②マイナポータルのトップ画面の「年金の手続をする」を選択し、マイナポータルへログインします。

「国民年金に関する手続き」画面で、希望する手続きを確認し、「手続に進む」を選択しマイナンバーカードを読み取ります。

③案内に従い、必要事項を入力して申請をします。

※第１号被保険者への切り替え時や納付が困難な場合の免除申請に利用できます。

■国民年金被保険者の種別

■国民年金の手続きが必要な方

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、下表に該当する場合は、国民年金の加入手続きが必要になります。
※厚生年金保険や共済組合に加入する期間は除きます。

第１号被保険者

第２号被保険者

第３号被保険者

農林漁業者、自営業者、無職および学生などの方で20歳以上60歳未満の方
【国民年金保険料をご自分で納付する必要がある方】

会社などに勤務する厚生年金保険の被保険者、共済組合員の方
（ただし、65歳以上の方で、老齢基礎・厚生年金・退職共済年金などを受け取る権利がある方

は第２号被保険者とはなりません）
【厚生年金保険料などが給料から天引きされる方】

第２号被保険者に扶養されている配偶者の方で20歳以上60歳未満の方
【保険料をご自分で納付する必要がない方】

国民年金　電子申請

電子申請の概要はこちら

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

検索

インターネットを利用して申請・届出をすることができます。

第１号被保険者
または第３号被保険者

の手続き

第３号被保険者
の手続き

v 会社員や公務員の方（第２号被保険者）が、会社等を退職したとき

v 会社等に再就職した方（第２号被保険者）で、過去に未加入期間があるとき

v 日本国外から転入したとき（転入時に第２号被保険者に該当する方や第３号被保険者の海外特

例要件に該当する方を除く）

v 第２号被保険者である配偶者に扶養されたとき

v 第２号被保険者である配偶者が、出向や転勤などで加入する年金制度が変更となったとき（そ

の方に扶養されている第３号被保険者は、その都度、手続きが必要）

第１号被保険者
の手続き

v 第２号被保険者である配偶者が会社等を退職したことで、第３号被保険者でなくなったとき

v 第２号被保険者である配偶者が65歳以上となり、老齢・退職を事由とする年金の受給権を得た

ことで第３号被保険者でなくなったとき

v 第２号被保険者（65歳以上で、老齢・退職を事由とする年金の受給権を得た方を除く）である

配偶者が70歳となり、第２号被保険者の資格を喪失したことにより、第３号被保険者でなくな
ったとき

v 第３号被保険者が自身の収入があるため、第２号被保険者に扶養されなくなったとき

必要な手続き（※）国民年金の加入手続きが必要なとき

■国民年金被保険者関係届書（申出書）をマイナンバー（個人番号）により手続きするときの添付書類

本人が窓口で手続きする場合は、マイナンバーカード（個人番号カード）を提示してください。
お持ちでない場合は、以下の①および②を提示してください。なお、郵送で手続きする場合は、マイナンバーカードの表・裏
両面、または①および②のコピーを添付してください。
①マイナンバーが確認できる書類：個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード（氏名、住所等が住民票の記載と一致す

る場合に限る）
②身 元 （ 実 存 ）確 認 書 類：運転免許証、パスポート、在留カードなど

上記以外の②身元（実存）確認書類の詳細は、年金事務所にお問い合わせください。
※第３号被保険者の手続きを行う場合は、「国民年金第３号被保険者関係届」の裏面を参照してください。

※第１号被保険者の手続き・・「国民年金被保険者関係届書（申出書）」をご提出ください。
　第３号被保険者の手続き・・「国民年金第３号被保険者関係届」をご提出ください。

マイナポータル

電子申請手続きおよび申請方法はこちら

https://myna.go.jp

検索

「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、
簡単に電子申請ができます！

pension　international

外国人のみなさま　／　International

https://www.nenkin.go.jp/international/index.html

検索

For more information about the public pension system, 
please visit the Japan Pension Service website. 

別添４



別紙

物品番号 ON60 単位： 箱（1000セット/1000折/箱）

2026年4月10日 2026年5月8日 2026年6月10日 2026年7月10日 2026年8月10日 2026年9月10日

5月使用分 6月使用分 7月使用分 8月使用分 9月使用分 10月使用分

0 0 121 299 317 353 1,090

2026年10月9日 2026年11月10日 2026年12月10日 2027年1月8日 2027年2月10日 2027年3月10日

11月使用分 12月使用分 1月使用分 2月使用分 3月使用分 4月使用分

335 347 0 0 0 0 1,772

○各期毎の予定数量（０の場合も含む）は増減することがある。

○確定数量の連絡は会計・資産管理部管財Ｇから納入期限の30日前までに行う。（数量変更がない場合も連絡を行う。）

○上記合計に0.9を乗じて端数を切り捨てた数量を最低作成数量とする。

○原稿の変更があった場合は、予定数量よりも大幅な数量増の可能性があるため留意すること。

月別納品数量内訳

納入期限予定日及び各期ごとの予定数量

納入期限予定日及び各期ごとの予定数量

2026年4月納品
～2027年3月納品

合計




